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京都府総合教育センター

：

教科の指導力を したい！〈教科〉 

小学校算数科教育講座Ⅰ 金 センター

様々な専門知識を身につけたい！〈領域等〉

道徳教育基礎・基本講座（北部） 金 北部研修所

道徳教育推進講座Ⅱ 金 センター

人権教育講座Ⅰ 火 北部研修所

京のひと・まちづくり講座Ⅰ 金 外部会場

教育相談＜上級＞講座Ⅱ－トラウマ（心的外傷）、傷ついた心のケア－ ※１ 金 センター

特別支援教育「きこえへの支援」講座－子どもたちの言葉と心を育てる－ 金 センター

特別支援教育「特別支援学級の授業づくり１」講座（サテライト） 木 外部会場

特別支援教育「合理的配慮と学校支援体制」講座【養成講座Ⅱ】 ※２ 金 センター

校長講座 月 センター

発想から考えるビジネスマナー講座（企業連携） 金 センター

新任府立学校長特別講座 月 センター

みんなと思いをつなぎたい！〈コミュニケーション能力〉

コミュニケーション講座Ⅰ－職場実践に生かす－（企業連携） 金 センター

チームの力を高めたい！〈チームマネジメント能力〉

教育法規演習講座 月 センター

最新教育動向講座Ⅰ～新学習指導要領が目指すもの～ 金 北部研修所

カリキュラム・マネジメント講座 金 北部研修所

※１ 受講条件あり ※２ コーディネーター以外の参加も可 

月研修講座の申込受付中です！６
〈申込期間〉 ４ （火）～５ ９（火）

４ つの分野、３つのグ

レードで皆様の「やって

みたい」思いに応える講

座を用意しています。

６月研修講座の一部を紹介します。（ページ数は『研修講座の概要』より）

※詳細は『研修講座の概要』の各ページ、又は総合教育センターホームページ（ ）を御覧ください。

 

 京都府総合教育センターは「学校・教職員を支援するセンター」として、教職員の
「意欲（やってみたい）」を「実践（できる）」に変える研修講座をはじめ、教育に

関する「研究」事業、幼児児童生徒、保護者や教職員の「教育相談」事業を実施して

います。

今年度の研修講座は、「京都式」チーム学校を推進するための管理職講座やセルフ

マネジメント講座、様々なニーズに対応した特別支援教育講座、学習指導要領改訂に

向けたカリキュラム・マネジメントやアクティブ・ラーニング研修講座等を実施する

など多様な観点から専門性をさらに磨いていただくための講座を開講します。

「単位制履修制度」を活用の上、教職員一人一人のキャリアステージに応じて必要

な研修を計画的、継続的に受講していただき、資質能力の向上にお役立てください。

当センターを積極的に御活用いただき、日々の教育実践に生かしていただければと考

えています。今年度もどうぞよろしくお願いします。

京都府総合教育センター所長都府総合教育センター所長 山本山本 真也也

「やってみたい」」

からららららら

「できる」へへへへへへへへ

４月 日（月）から

出前講座の受付を

開始しています。

（詳細は『研修講座の概要』

を御覧ください。）



特別支援教育コーディネーター養成講座の紹介

特別支援教育コーディネーター養成講座

特別支援教育・コーディネータースキルアップ講座

京都式スクールソーシャルワーカー（まなび・生活アドバイザー）

研修モデルプランのお知らせ（詳細）

　京都府では、平成19年度から児童生徒の基本的な生活習慣の確立と学習習慣の定着を図
る取組の支援を行う京都府独自の職として「まなび・生活アドバイザー」を配置してきました。
いわゆる「スクールソーシャルワーカー」にあたる役職です。
　この度京都式チーム学校の取組の一環として、京都式スクールソーシャルワーカー（※）を
育成するための研修モデルプランをお示しします。

※平成31年度末までに府内全校種・全校に配置される計画になっています。

「まなび・生活アドバイザー」証明書発行を目指す受講モデルプラン

※教育相談及び特別支援教育の単位で平成24年度以降に受講されたものは有効です。
※上記のプランは一例です。詳しくは、『研修講座の概要』P22を御覧ください。

＜対象の３講座の受講で「受講カード」に修了印を押印します＞

＜京都教育大学を会場としたサテライト講座です＞

「インクルーシブ教育
システム」講座

542
「合理的配慮と学校
支援体制」講座546

講座番号547～551の中から
１講座を選択

「スキルアップⅠ」
－学習障害（ＬＤ）教育－

552
「スキルアップⅡ」
－効果的な校内研修－

553 「スキルアップⅢ」
－ソーシャルスキル－

554

856 子どもの貧困と学習支援講座 ７月７日（金）　センター

524

525

542

546

教育相談＜初級＞講座

又は

教育相談＜初級＞講座

特別支援教育「インクルーシブ教育システム」講座
－共に学ぶということ－【養成講座Ⅰ】

特別支援教育「合理的配慮と学校支援体制」講座
【養成講座Ⅱ】

５月26日（金）　北部研修所

６月23日（金）　センター

７月31日（月）　センター

８月４日（金）　北部研修所

【必修】 【必修】

特別支援教育コーディネーター育成のための研修講座を実施します！

最短２年間９単位受講で証明書を発行します！

特別支援教育を学ぶ

教育相談を学ぶ

子どもの貧困対策・

SSW等を学ぶ


